
平成 30 年 (2018 年 )3 月 28 日 

区 民 委 員 会 資 料 

区民サービス管理部介護保険担当 
 

 

（第４５号議案） 

 

 

中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例について 

 

 

１ 改正理由 

  介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「法施行規則」という。）等 

の改正に伴い、規定を整備する必要があることから、条例の一部を改正する。 

 

２ 主な改正の内容 

(1) 介護保険法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人又は看護小規模多機 

能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に限っては、病床を有する診療所を開設して

いる者とする。 

 

(2) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問介護員等の規定のうち、政令で定める

者の研修課程は、法施行規則第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任者研修課程

を修了した者に限るとする。 

 

(3) 指定夜間対応型訪問介護の訪問介護員等の規定のうち、政令で定める者の研修課程は、

法施行規則第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に

限るとする。 

  

３ その他資料 

中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例新旧対照表（別紙） 

 

４ 対象となる事業 

指定地域密着型サービス 

 

５ 施行時期 

  平成３０年４月１日(一部は、公布の日から施行) 
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中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５年中野

区条例第７号）新旧対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） （指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者

は、法人又は病床を有する診療所を開設している

者（法第８条第２３項に規定する複合型サービス

（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号。以下「法施行規則」という。）第１７条の

１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限

る。）に係る指定の申請を行う場合に限る。）と

する。 

３ 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者

は、法人とする。 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等 第１節 基本方針等 

第４条 （略） 第４条 （略） 

 （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護）  （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次

に掲げるサービスを提供するものとする。 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次

に掲げるサービスを提供するものとする。 

 ⑴ 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第

８条第２項に規定する政令で定める者（法施行

規則第２２条の２３第１項に規定する介護職員

初任者研修課程を修了した者に限る。）をいう。

以下この章において同じ。）が、定期的に利用

者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以

下この章において「定期巡回サービス」という。） 

 ⑴ 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第

８条第２項に規定する政令で定める者をいう。

以下この章において同じ。）が、定期的に利用

者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以

下この章において「定期巡回サービス」という。） 

 ⑵～⑷ （略）  ⑵～⑷ （略） 

第２節・第３節 （略） 第２節・第３節 （略） 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

第９条～第１５条 （略） 第９条～第１５条 （略） 

 （法定代理受領サービスの提供を受けるための援

助） 

 （法定代理受領サービスの提供を受けるための援

助） 

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
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護の提供の開始に際し、利用申込者が法施行規則

第６５条の４各号のいずれにも該当しないとき

は、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サ

ービス計画（法第８条第２４項に規定する居宅サ

ービス計画をいう。）の作成を指定居宅介護支援

事業者に依頼する旨を区に対して届け出ること

等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供を法定代理受領サービスとして受ける

ことができる旨を説明すること、指定居宅介護支

援事業者に関する情報を提供することその他の

法定代理受領サービスを行うために必要な援助

を行わなければならない。 

護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「法

施行規則」という。）第６５条の４各号のいずれ

にも該当しないときは、当該利用申込者又はその

家族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２４

項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成

を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を区に

対して届け出ること等により、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サ

ービスとして受けることができる旨を説明する

こと、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提

供することその他の法定代理受領サービスを行

うために必要な援助を行わなければならない。 

第１７条～第４２条 （略） 第１７条～第４２条 （略） 

第５節 （略） 第５節 （略） 

第３章 夜間対応型訪問介護 第３章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等 第１節 基本方針等 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

 （指定夜間対応型訪問介護）  （指定夜間対応型訪問介護） 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指定夜

間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の

居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下こ

の章において「定期巡回サービス」という。）、

あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等を把握した上で、随時、利用者からの通

報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定

夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又

は法第８条第２項に規定する政令で定める者（法

施行規則第２２条の２３第１項に規定する介護職

員初任者研修課程を修了した者に限る。）をいう。

以下この章において同じ。）の訪問の要否等を判

断するサービス（以下「オペレーションセンター

サービス」という。）及びオペレーションセンタ

ー（オペレーションセンターサービスを行うため

の次条第１項第１号に規定するオペレーションセ

ンター従業者を置いている事務所をいう。以下同

じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜間対

応型訪問介護（以下この章において「随時訪問サ

ービス」という。）を提供するものとする。 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指定夜

間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の

居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下こ

の章において「定期巡回サービス」という。）、

あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等を把握した上で、随時、利用者からの通

報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定

夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又

は法第８条第２項に規定する政令で定める者をい

う。以下この章において同じ。）の訪問の要否等

を判断するサービス（以下「オペレーションセン

ターサービス」という。）及びオペレーションセ

ンター（オペレーションセンターサービスを行う

ための次条第１項第１号に規定するオペレーショ

ンセンター従業者を置いている事務所をいう。以

下同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜

間対応型訪問介護（以下この章において「随時訪

問サービス」という。）を提供するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

第２節～第４節 （略） 第２節～第４節 （略） 
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第３章の２ 地域密着型通所介護 第３章の２ 地域密着型通所介護 

第１節 （略） 第１節 （略） 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第５９条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行

う者（以下「指定地域密着型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地

域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者（以下この節から第４節までにおいて

「地域密着型通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。 

第５９条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行

う者（以下「指定地域密着型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地

域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者（以下この節から第４節までにおいて

「指定地域密着型通所介護従業者」という。）の

員数は、次のとおりとする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

第５９条の４・第５９条の５ （略） 第５９条の４・第５９条の５ （略） 

第３節 （略） 第３節 （略） 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

第５９条の６～第５９条の８ （略） 第５９条の６～第５９条の８ （略） 

 （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）  （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着

型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行うものとする。 

 ⑷ 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域

密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行うものとする。 

 ⑸・⑹ （略）  ⑸・⑹ （略） 

（地域密着型通所介護計画の作成） （地域密着型通所介護計画の作成） 

第５９条の１０ （略） 第５９条の１０ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用

者について、地域密着型通所介護計画に従ったサ

ービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行

うものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの

利用者について、地域密着型通所介護計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録

を行うものとする。 

第５９条の１１～第５９条の２０ （略） 第５９条の１１～第５９条の２０ （略） 

    第５節 （略）     第５節 （略） 

第４章～第１０章 （略） 第４章～第１０章 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 
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   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 

 （中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の一部改正） 

 

２ 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例（平成３０年中野区条例第  号）

の一部を次のように改正する。 

  第５９条の１３第３項の改正規定を削る。 

  第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次

に１節を加える改正規定中「指定地域密着型通所

介護従業者」を「地域密着型通所介護従業者」に

改める。 

  第６１条第１項の改正規定中「この条」を「こ

の項」に改める。 

 

 

【附則第２項】 

中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例（平成３０年中野区条例第  号）新旧対照表 

改正案 現行 

   中野区指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例 

   中野区指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例 

 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５

年中野区条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５

年中野区条例第７号）の一部を次のように改正する。 

（中略） （中略） 

  第５９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従

業者」を「指定地域密着型通所介護従業者」に改め

る。 

 第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に

次の１節を加える。 

 第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に

次の１節を加える。 

    第５節 共生型地域密着型サービスに関す

る基準 

    第５節 共生型地域密着型サービスに関す

る基準 

第５９条の２１ （略） 第５９条の２１ （略） 

 （準用） 

第５９条の２２ 第９条から第１３条まで、第１５

 （準用） 

第５９条の２２ 第９条から第１３条まで、第１５
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条から第１８条まで、第２０条、第２２条、第２

８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第

５３条及び第５９条の２、第５９条の４、第５９

条の５第４項並びに前節（第５９条の２０を除

く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事

業について準用する。この場合において、第９条

第１項中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「運営規程（第５９条の１２に規定する重要

事項に関する規程をいう。第３４条において同

じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着

型通所介護従業者」という。）」と、第３４条中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、

第５９条の５第４項中「前項ただし書の場合（指

定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設

備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が

共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用

し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以

外のサービスを提供する場合」と、第５９条の９

第４号、第５９条の１０第５項及び第５９条の１

３第３項中「地域密着型通所介護従業者」とある

のは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第

５９条の１９第２項第２号中「次条において準用

する第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２

項」と、同項第３号中「次条において準用する第

２８条」とあるのは「第２８条」と、同項第４号

中「次条において準用する第３８条第２項」とあ

るのは「第３８条第２項」と読み替えるものとす

る。 

条から第１８条まで、第２０条、第２２条、第２

８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第

５３条及び第５９条の２、第５９条の４、第５９

条の５第４項並びに前節（第５９条の２０を除

く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事

業について準用する。この場合において、第９条

第１項中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「運営規程（第５９条の１２に規定する重要

事項に関する規程をいう。第３４条において同

じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着

型通所介護従業者」という。）」と、第３４条中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、

第５９条の５第４項中「前項ただし書の場合（指

定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設

備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が

共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用

し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以

外のサービスを提供する場合」と、第５９条の９

第４号、第５９条の１０第５項及び第５９条の１

３第３項中「指定地域密着型通所介護従業者」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、

第５９条の１９第２項第２号中「次条において準

用する第２０条第２項」とあるのは「第２０条第

２項」と、同項第３号中「次条において準用する

第２８条」とあるのは「第２８条」と、同項第４

号中「次条において準用する第３８条第２項」と

あるのは「第３８条第２項」と読み替えるものと

する。 

（中略） （中略） 

 第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、

介護医療院」を、「特定施設」の次に「をいう。以

下この項において同じ。）」を加え、「））の事業」

を「）の事業」に改める。 

 第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、

介護医療院」を、「特定施設」の次に「をいう。以

下この条において同じ。）」を加え、「））の事業」

を「）の事業」に改める。 

（中略） （中略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 
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